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第 1 章「藤沢市生物多様性実行プラン」の概要 

１．実行プラン策定の趣旨 

 

「藤沢市生物多様性実行プラン（以下、「実行プラン」という。）」は、2018 年（平成 30 年）

6 月に策定した「藤沢市生物多様性地域戦略（以下、「戦略」という。）」の施策をより具体的に

展開するための実施事業とその進行管理等を示すものです。 

藤沢市生物多様性地域戦略（抜粋） 

第 6 章 体制、進行管理 
２. 進行管理 

 
「戦略」の進捗状況は、平成 30 年度以降に策定する（仮称）藤沢市生物多様性実行プランに

よって環境マネジメントシステムの考え方に基づく「ＰＤＣＡサイクル」を用いて把握し、そこ
で生じた課題に対する改善策をその後の取組に反映していきます。 

 

２．実行プランの位置づけ 

 

「実行プラン」は、「戦略」をはじめ「藤沢市市政運営の総合指針 2024（以下、「総合指針」

という。）」と整合・連携を図っています。 

「戦略」は、既存計画の取組と役割分担を行うものであるとともに、既存計画に対して生物

多様性の視点を「横ぐし」のように位置づけることで、既存計画の改定時には生物多様性の観

点を取り入れて改定できるよう、その指針となるものとしており、「横ぐし」を通すことで、藤

沢市の生物多様性の保全と持続可能な利用の一体的な推進を図るものとしています。 

「実行プラン」では、「戦略」に掲げる施策を推進する事業並びに「総合指針」に掲げる生物

多様性に関する「重点事業」等を実施事業として位置づけます。 
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３．実行プランに位置づける藤沢市の目標設定 

 

次の図に示すとおり、藤沢市における生物多様性の「保全」及び「持続可能な利用」を進める

にあたっては、過去 2 回の「藤沢市自然環境実態調査」で判明した「４つの影響」と、その根

底にある「第０の影響（生物多様性に対する認識不足）」を回避することが必要です。 

しかしながら、これらの 5 つの影響のうち、「第１の影響（開発など人間活動による影響）」

及び「第４の影響（地球環境の変化による影響）」については、藤沢市の既存計画の施策により

取組を進めていることから、本戦略では「第２の影響（自然に対する働きかけの縮小による影

響）」、「第３の影響（人間により持ち込まれたものによる影響）」及び「第０の影響」を重視する

こととしています。 

実行プランの各施策に示した「実行プランに位置づける藤沢市の目標設定」については、主

にこの 3 つの影響を回避するための取組を本戦略の「独自事業」として示しています。 

また、「第１の影響」と「第４の影響」については、既存計画関連の取組として「関連事業」

と位置づけ、「独自事業」との連携を緊密に行うことで、全ての影響の回避を目指します。 

  

   「藤沢市生物多様性地域戦略」の考え方   



3 

 

４．実行プランの構成 

 

「実行プラン」は、次の２章で構成されています。 

 

第1章 「藤沢市生物多様性実行プラン」の概要 

１．実行プラン策定の趣旨 

２．実行プランの位置づけ 

３．実行プランに位置づける藤沢市の目標設定 

４．実行プランの構成 

５．実行プランの計画期間 

６．実行プランの体制と進行管理 

７．重点プログラム、総合指針の重点事業等 

８．用語の定義 

第2章 実施事業 

施策体系と 13 の施策 

 

５．実行プランの計画期間 

 

「戦略」の次期改定については、「総合指針」と整合・連携を図るよう「総合指針」の改定の 

翌年度にあたる令和７年度に予定しています。「実行プラン」の計画期間は、「戦略」の改定の 

翌年度となる令和８年度に改定することを踏まえ、この間の令和３年度から令和８年度までの６ 

箇年を３箇年ごとの二期に区分し、第１期を令和３年度から令和５年度までとします。 

  
 関連計画策定スケジュール   

H23 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
・・・

緑の基本計画

緑の実施計画

　　　　　　　　年度
　　　項目

市政運営の
総合指針

生物多様性
地域戦略

生物多様性
実行プラン

自然環境
実態調査

・・・

第2期計画 第3期計画

第1期実施計画 第2期実施計画 第3期実施計画 第4期実施計画

第1期計画 第2期計画

第１期実行プラン 第２期実行プラン

第3回調査第2回調査 取り纏め

２０１６ ２０２０ ２０２４
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６．実行プランの体制と進行管理 

 

１．体制 

「戦略」の取組を着実に進めていくために、庁内の関係各課と横断的に連携を図ります。併

せて、市民や事業者、大学などの研究機関、市民活動団体など多様な主体による推進体制を構

築し、相互に協働・連携することで、一体的に取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．進行管理 

「戦略」の進捗状況は毎年度、点検・評価を行い、継続的な改善を図ります。 

「戦略」の進捗状況は、「実行プラン」によって環境マネジメントシステムの考え方に基づく

「ＰＤＣＡサイクル」を用いて把握し、そこで生じた課題に対する改善策をその後の取組に反

映していきます。 

なお、評価分析にあたっては、個々の施策の効果を把握するとともに、生きものの恵みを軸

とした藤沢のまちづくりへの効果についての評価分析の実施についても検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実行プラン」では、施策ごとに示す「独自事業」の進行管理及び評価を行い、課題に対す

る改善策等をその後の取組に反映していきます。 

また、「関連事業」についても既存計画における進捗状況を把握するとともに、生物多様性の

視点から見た課題等を明らかにし、次年度以降の事業の改善や見直しにつなげていきます。 
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７．重点プログラム、総合指針の重点事業等 

 

「戦略」に掲げている「重点プログラム」及び「総合指針」における「重点事業」は、次の

とおりです。 

 

◆「戦略」の「重点プログラム」 

・（仮称）生物多様性センター機能の構築による連携、つながりの創出 

 

◆「総合指針」における「重点事業」 

・自然環境共生推進事業費 

 

８．用語の定義 

 

「実行プラン」で使用する用語の定義・意味は「戦略」で使用するものと同様とします。 

 

 

 

 

 

第 2 章 実施事業 

施策体系と 13 の施策 

  

「戦略」は、策定にあたって「『暮らしのなかに』生物多様性」をテーマとしたうえで、まず

は生物多様性の意味や重要性に関する「啓発」を進め、「経済」の視点をもって「協働」で進め

る生きものの恵みを軸とした「まちづくり計画」とすることとしています。 

また、藤沢市における生物多様性に関する現状と課題や取組などを踏まえ、将来像（目標）

を「生きものの恵みを感じるまち藤沢」とし、これを達成するために「４つの基本方針」に沿

って「12 の施策の方向性」とそれらに基づく「13 の施策」を定めています。 

さらに、「戦略」策定の「ねらい」として「啓発」と「協働」によって進めることとしたこと

から、全ての施策の方向性に「普及啓発」と「協働」を共通する考えとして示しています。 

 本章では、１３の施策ごとに事業の内容を記載しています。 
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施策体系図 
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施策別のページの見方 

 

施策別に事業内容をまとめ、示しています。各ページの見方は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ「愛知目標」と「SDGｓ」

における関連アイコンを示

しています。 

Ｂ「基本方針」と「施策の方

向性」を示しています。 

Ｃ「施策」及びその施策にお

ける「趣旨」と藤沢市の「取

組内容」を示しています。 

Ｄ「各主体に期待される役

割と市の役割」を示してい

ます。 

Ｅ「実行プランに位置づけ

る藤沢市の目標設定」を示

しています。 

Ｆみどり保全課が担当する

「藤沢市生物多様性地域戦

略」の取組（独自事業）を示

しています。 

G 関連事業課が担当する既

存計画関連の取組（関連事

業）を示しています。 
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愛知目標 

みんなが、生
物多様性は大
切なんだと知
ろう。その気
持ちをもっ
て、行動しよ
う。 

国 や 地 方
は、生物多
様性を大切
にする計画
を 立 て よ
う。 

生物多様性に
悪い制度はや
めよう。やめ
させよう。い
い制度をすす
めよう。 

魚や貝など水
産資源は、こ
れからも無理
なく続けられ
るように漁獲
しよう。 

農業・養殖
業・林業が行
われる地域
を、長く無理
なく活動で
きるよう管
理しよう。 

化学物質・肥
料・農薬は、生
物多様性に有
害でない範囲
まで抑えよ
う。 

環境に害をあ
たえる外来種
が増えるのを
防ごう。入っ
てこないよう
にしよう。 

サンゴ礁など、
環境の変化に
特に弱い生態
系を守ろう。 

陸地の17％、海
の10％は、なに
があっても守
る場所に決め
よう。 

傷ついた生態系を、
15％以上回復させ
よう。それによって
気候変動や、砂漠化
の問題に貢献しよ
う。 
 

生物多様性から
得られる利益
は、国や地域を
超えて公正に分
配しよう。 
 

みんなで参加し
ながら作戦を立
て、みんなで実
現しよう。 

生き物や自然に
まつわる伝統的
な知識を大切に
しよう。 

活動を支えるた
めに大切な人材
と資金を、協力
を集め増やして
いこう。 
 

◆戦略目標Ａ：根本的な要因への取組  

◆戦略目標Ｂ：直接的な要因への取組  

◆戦略目標Ｃ：生物多様性の状態の維持・改善  

◆戦略目標Ｄ：自然の恵みの強化  

◆戦略目標Ｅ：実施の強化  

森など、生き
物が暮らす場
所が失われる
スピードを半
分まで抑えよ
う。ゼロを目
指そう。 

 

環境に無理を
させず続けら
れる生産と消
費を行おう。 

生物多様性に
役立つ知識や
技術を豊かに
していこう。 
 

一つの種のなか
でも、多様さを
大事にしよう。 

絶滅危惧種
を絶滅から
防ぎ、ふつう
の種に戻し
ていこう。 

生態系を守り、自
然の恵みが子ど
もや貧しい人々
にも届くように
しよう。 

SDGsの 17の目標 

目標1 
あらゆる場所で、あら
ゆる形態の貧困に終止
符を打つ。 

目標2 
飢餓に終止符を打ち、食
料の安定確保と栄養状
態の改善を達成すると
ともに、持続可能な農業
を推進する。 

目標3 
あらゆる年齢のすべての
人々 の健康的な生活を確
保し、福祉を推進する。 

目標4 
すべての人々に包摂的
かつ公平で質の高い教
育を提供し、生涯学習の
機会を促進する。 

目標5 
ジェンダーの平等を達
成し、すべての女性と女
児のエンパワーメント
を図る。 

目標6 
すべての人々に水と衛
生へのアクセスと持続
可能な管理を確保する。 

目標7 
すべての人々に手ごろで
信頼でき、持続可能かつ近
代的なエネルギーへのア
クセスを確保する。 

目標8 
すべての人々 のための持
続的、包摂的かつ持続可
能な経済成長、生産的な
完全雇用およびディーセ
ント・ワークを推進する。 目標9 

レジリエントなインフ
ラを整備し、包摂的で持
続可能な産業化を推進
するとともに、イノベー
ションの拡大を図る。 

目標10 
国内および国家間の不
平等を是正する。 

目標11 
都市と人間の居住地を包摂
的、安全、レジリエントか
つ持続可能にする。 

目標12 
持続可能な消費と生産
のパターンを確保する。 

目標13 
気候変動とその影響
に立ち向かうため、緊
急対策を取る。 

目標14 
海洋と海洋資源を持続
可能な開発に向けて保
全し、持続可能な形で利
用する。 

目標15 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推
進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地
劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の
阻止を図る。 

目標16 
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべて
の人々 に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベ
ルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する。 

目標17 
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、 
グローバル・パートナーシップを活性化する。 

アイコン一覧／愛知目標と SDGs   ※「愛知目標」のアイコンについては、2021 年 4月現在「COP15（2020 年、中国

昆明で開催を予定していた。）」の開催が延期されていることから、次期目標

（ポスト愛知目標）が決定されるまでの間、暫定的に使用します。 


